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重要事項説明書（福祉用具貸与） 

1 事業者の概要 

事業者の名称 株式会社一宮福祉サポート 

主たる事務所の所在地 愛知県一宮市深坪町３３番２ 

電話番号 ０５８６－４４－６７８１ 

法人の種別及び名称 株式会社一宮福祉サポート 

代表者職 代表取締役 

代表者氏名 水谷 正臣 

 

事業所名称 株式会社一宮福祉サポート 

事業所所在地 愛知県一宮市深坪町３３番２ 

介護保険事業所番号 ２３７２２００４２４ 

指定年月日 平成１１年１２月２８日 

通常事業の実施地域 愛知県全域・岐阜県全域 

2 事業所職員の概要 

職 種 資 格 員 数 勤務の体制 

管 理 者 福祉用具専門相談員 １ 常勤（兼務） １ 人 

専門相談員 福祉用具専門相談員 ２０以上 常勤 ２０人以上 常勤（兼務）１人 

3 サービス提供時間 

平 日 午前９：００～午後６：００まで  

休    日 土曜日・日曜日・祝日 

８月１３日から８月１５日まで 

１２月３０日から１月３日まで 

（緊急の場合は時間外・休日でも対応します。） 

4 福祉用具貸与の運営方針 

① 福祉用具貸与の提供に当っては、身体の状況に応じて使用方法の指導・使用上の留意事項・故障時の対応な

どを利用者様に適切に行う。 

② 福祉用具貸与の提供に当っては、常に清潔、かつ安全で、正常な機能を有する福祉用具の貸与を行う。 

③ 提供する福祉用具の質の評価を行い、常に改善を図るものとする。 

 

5 利用料金 

当事業所の福祉用具貸与の提供（介護保険適用部分）に際し、利用者様が負担する料金は原則として基本料金

の１割、２割又は３割です。ただし、介護保険の給付範囲を超えた部分のサービスについては全額自己負担と

なります。また、介護保険法の改正に伴い、料金が変更となる場合があります。 

 

○認知症対応型共同生活介護または特定施設入所者生活介護を受けている間は、介護保険からの支払いは受

けられません。 

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」（厚生労働省告示第 19 号）の規定により加算さ

れた場合は、所定の料金の１割又、２割又は３割を負担していただきます。 

 

1. その他の費用 

搬入時に特別な措置が必要な場合に要する費用は、利用者様の負担となります。 

2. 支払い方法 

利用者様が当事業所に支払う料金については、月ごとの精算とします。 

支払い方法は、口座自動引落し・現金集金の中からご契約の際にお選びください。 

ご契約時に選んでいただいた支払い方法、または引落し口座は変更をすることができます。 

3. その他 

利用者様の被保険者証に介護保険給付の支払い方法変更の記載（利用者様が保険料を滞納しているため、サ

ービスの提供を償還払いとする旨の記載）があるときは費用の全額を支払っていただきます。この場合、当

事業所でサービス提供証明書を発行しますので、この証明書を後日、市町村の窓口に提出して差額（介護保

険適用部分）の払い戻しを受けてください。 

 

6 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

当事業所は提供するサービスの第三者による評価は実施しておりません。 
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7 サービスの利用方法 

1. 利用開始 

○ 当事業所に電話でお申し込みください。利用者様に都合の良い日時を指定して頂き、その日時に当事業

所の担当職員が利用者様のお宅に伺い、当事業所の福祉用具貸与の内容等についてご説明します。 

○ 利用者様が居宅サービス計画（ケアプラン）作成の依頼をしている場合は、事前に担当居宅介護支援事

業所にご相談してください。 

2. サービスの終了 

① 利用者様のご都合でサービスを終了する場合 

サービスの終了を希望する日を申し出てください。 

② 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。この場

合は、サービス終了日の１０日前までに文書より利用者様に通知します。 

③ 自動終了 

次の場合は、サービスが自動的に終了となります。 

 ｱ）利用者様が介護保険施設に入所された場合。 

 ｲ) 利用者様が医療機関に入院された場合。 

 ｳ) 利用者様の要介護度が非該当（自立）と認定された場合。 

 ｴ) 利用者様がお亡くなりになられた場合。 

④ その他 

事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に違反した場合、利用者様やそのご  

家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、当事業所が破産した場合、利用者様は文書で通

知することにより、直ちにこのサービスを終了することができます。 

利用者様がサービスの利用料金を３ヶ月以上滞納し、支払いの催告を再三したにもかかわらず支払い

がない場合、利用者様が当事業所に対して、この契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は、

ご利用者様に文書で通知することにより直ちにこのサービスを終了させていただく場合があります。 

8 サービスの内容 

○専門相談員は、利用者の日常生活や心身の状況及び希望を踏まえ、利用者の居宅サービス計画（又は介護

予防サービス計画）の内容に沿って、サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内

容等を記載した福祉用具貸与計画を作成します。 

福祉用具貸与計画の作成に当たっては、その内容を利用者に説明し、同意を得たうえで、交付します。 

又、ご利用状況に合わせてモニタリングを実施します。 

○サービス提供に用いる設備・器具等については安全、衛生に常に注意を払い、特に身体に接触する設備・

器具については、サービスごとに消毒したものを使用します。 

9 担当の職員 

○職員は常に身分証明書を携帯しているので必要な場合は提示をお求めください。 

○利用者様はいつでも担当の専門相談員の変更を申し出ることができます。（これを拒む正当な理由がない限

り、当事業所は変更の申し出に応じます。） 

○当事業所は、利用者様の担当の専門相談員が退職する等の正当な理由がある場合に限り、担当の専門相談

員を変更することができます。 

10 事故発生時の対応 

① 利用者様に対するサービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者様のご家族、当該利  

用者様に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 

② 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録を行います。 

③ 利用者様に対する福祉用具貸与事業の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速

やかに行います。 

11 苦情処理 

利用者様は、当事業所の福祉用具貸与の提供について、いつでも苦情を申し立てることができます。苦情を

申し立てたことにより、何らかの差別待遇を受けることはありません。 

苦情相談窓口    一宮福祉サポート 担当 水谷 正臣    電話番号０５８６－４４－６７８１ 

この他、市町村や国民健康保険団体連合会窓口に苦情を申し立てることができます。 

苦情処理相談窓口   

一宮市役所 介護保険課  電話番号０５８６－８５－７０１７(平日８：３０～１７：００) 

      愛知県国民健康保険団体連合会苦情相談室 

電話番号０５２－９７１－４１６５(平日９：００～１７：００) 

             電話番号                          


